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(57)【要約】
【課題】硫化水素雰囲気下で高温焼成した場合でも電極
が硫化されないような表示素子の電極用保護膜を提供す
る。
【解決手段】一対の電極層を有するエレクトロルミネッ
セント素子の、少なくとも一方の電極層の表面に設ける
電極用保護膜であって、前記保護層が、無機化合物が結
晶化した薄膜からなることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の電極層を有するエレクトロルミネッセント素子の、少なくとも一方の電極層の表
面に設ける電極用保護膜であって、
　前記保護層が、無機化合物が結晶化した薄膜からなることを特徴とする、電極保護層。
【請求項２】
　前記結晶化無機化合物からなる薄膜が、電極上に無機化合物からなる薄膜を設けた後、
焼成することにより形成されたものである、請求項１に記載の電極保護膜。
【請求項３】
　前記無機化合物が無機酸化物である、請求項１または２に記載の電極保護層。
【請求項４】
　前記無機酸化物が、酸化チタン、酸化タンタル、および酸化アルミニウムからなる群か
ら選択されるものである、請求項３に記載の電極保護層。
【請求項５】
　前記薄膜が、スパッタリング法によって形成される、請求項１～４のいずれか一項に記
載の電極保護膜。
【請求項６】
　前記薄膜の膜厚が、１０～１０００ｎｍである、請求項１～５のいずれか一項に記載の
電極保護膜。
【請求項７】
　前記電極が、ＡｇまたはＡｇ／Ｐｄから形成されている、請求項１～６のいずれか一項
に記載の電極保護膜。
【請求項８】
　一対の電極層を有するエレクトロルミネッセント素子の、少なくとも一方の電極層の表
面に、無機化合物からなる薄膜を形成し、
　前記薄膜を焼成して無機化合物を結晶化させること、
を含んでなることを特徴とする、電極保護膜の製造方法。
【請求項９】
　前記薄膜の形成を、スパッタリング法により行う、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記薄膜の焼成を、３００～９００℃の温度で行う、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の電極保護膜を含んでなる、エレクトロルミネッセ
ント素子。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、エレクトロルミネッセント素子（以下、ＥＬ素子ともいう。）の電極保護膜
、およびその電極保護膜を用いたＥＬ素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＥＬ表示素子は、薄型、自発光などの特徴から、次世代の表示素子として、近年盛んに
研究開発が進められている。ＥＬ素子には、発光源として有機材料を使用する有機ＥＬ素
子および無機材料を使用する無機ＥＬ素子に大別される。
【０００３】
　無機ＥＬ素子は、有機ＥＬ素子に比較して、発光源が無機材料から構成されているため
、素子が安定で優れた耐久性を備えるという特徴を有している。
【０００４】
　無機ＥＬ素子の構造は、単純には、発光源である発光層、誘電体層、および発光体に電
圧を印可するための一対の電極層から構成されている。そして、このような構成は、上記
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の各層を順次、基材上に積層させることにより構築されている。すなわち、通常、発光層
の形成は、一方の電極層を形成した後に行われる。
【０００５】
　無機材料からなる発光層は、一般的に高温焼成を経て形成されるため、無機ＥＬ素子の
製造においては、必然的に、いずれか一方の電極も、発光層の形成時に高温焼成されるこ
とになる。従って、ＥＬ素子のいずれか少なくとも一方の電極は、このような高温焼成温
度に耐えうる材料から構成される必要がある。
【０００６】
　また、ＥＬ素子に使用される発光無機化合物は、通常、Ｃｅを添加したＳｒＳやＴｍを
添加したＺｎＳ、Ｓｍを添加したＺｎＳやＥｕを添加したＣａＳ、Ｔｂを添加したＺｎＳ
やＣｅを添加したＣａＳ等の硫化物材料が用いられる場合があり、特開平７－１２２３６
４号公報（特許文献１）に記載のように、硫化物材料で発光層を形成する際、硫黄の不足
分を補うために、発光層の成膜時にＨ２Ｓガス等の雰囲気下で成膜することがある。
【０００７】
　しかしながら、このＨ２Ｓガスによって既存の電極が硫化されてしまい、導電性が低下
したり、電極表面が黒色化してしまい、輝度が低下してしまうという問題がある。
【０００８】
　このような問題を解決するため、硫化物材料からなる発光層を使用する無機ＥＬ素子に
おいては、電極として、硫化物を作りにくいＡｕやＰｔ等の金属を使用している。しかし
ながら、ＡｕやＰｔ等の金属は高価であるため、材料コストの観点から大画面表示素子等
への応用には問題があった。
【特許文献１】特開平７－１２２３６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明者らは、今般、特定の材料からなる薄膜を電極層上に形成して電極層表面に保護
膜を設けることにより、硫化水素雰囲気下で高温焼成した場合でも電極が硫化されないと
の知見を得た。本発明はかかる知見によるものである。
【００１０】
　従って、本発明の目的は、硫化水素雰囲気下で高温焼成した場合でも電極が硫化されな
いような表示素子の電極用保護膜を提供することにある。
【００１１】
　また、本発明の別の目的は、上記電極用保護膜の製造方法を提供することである。
【００１２】
　さらに、本発明の目的は、この電極用保護膜を用いたＥＬ表示素子を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明による電極用保護膜は、一対の電極層を有するエレクトロルミネッセント素子の
、少なくとも一方の電極層の表面に設ける電極用保護膜であって、
　前記保護層が、無機化合物が結晶化した薄膜からなることを特徴とするものである。
【００１４】
　好ましい態様として、前記結晶化無機化合物からなる薄膜が、電極上に無機化合物から
なる薄膜を設けた後、焼成することにより形成されたものである。
【００１５】
　また、本発明においては、前記無機化合物が無機酸化物であることが好ましい。
【００１６】
　さらに、好ましい態様としては、前記無機酸化物が、酸化チタン、酸化タンタル、およ
び酸化アルミニウムからなる群から選択されるものである。
【００１７】
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　本発明の好ましい態様としては、前記薄膜が、スパッタリング法によって形成される。
【００１８】
　また、本発明の態様においては、前記薄膜の膜厚が、１０～１０００ｎｍであることが
好ましい。
【００１９】
　さらに、本発明の態様においては、前記電極が、ＡｇまたはＡｇ／Ｐｄからなる金属か
ら形成されていることが好ましい。
【００２０】
　また、本発明の別の態様においいては、一対の電極層を有するエレクトロルミネッセン
ト素子の、少なくとも一方の電極層の表面に、無機化合物からなる薄膜を形成し、
　前記薄膜を焼成して無機化合物を結晶化させること、
を含んでなることを特徴とする、電極保護膜の製造方法を提供する。
【００２１】
　さらに、本発明の別の態様においては、上記の電極保護膜を含んでなるエレクトロルミ
ネッセント素子を提供する。
【００２２】
　本発明によれば、硫化水素雰囲気下で高温焼成した場合でも電極が硫化されないような
表示素子を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　電極保護膜
　以下、本発明による電極保護膜について、図面を参照しながら説明する。
【００２４】
　エレクトロルミネッセント素子は、図１に示すように、一般的に、基板と、一対の電極
層とその電極層の間に狭持された発光層とから構成され、所望により、電極層と発光層と
の間に誘電体層を設けたり、発光層上にカラーフィルタ層を適宜設けた構成を有する。
【００２５】
　本発明においては、この一対の電極層の少なくとも一方の表面に電極保護層が設けられ
ている。そして、この電極保護層の表面上に、発光層または所望により誘電体層が形成さ
れている。
【００２６】
　発光層は、後記するように、発光材料としてＣｅを添加したＳｒＳ等の硫化物等の無機
材料を使用することができるが、発光層を形成する工程においては、形成する発光層によ
るが、５００～６００℃以上の温度で焼成したり、また、硫黄の不足分を補うためにＨ２

Ｓガス等の雰囲気下で発光層を形成することがある。本発明においては、電極層の表面上
に、結晶化させた無機化合物からなる薄膜が形成されているため、高温焼成時に電極が酸
化されたり、また、Ｈ２Ｓガス等の雰囲気下で発光層を形成する際にも、電極が硫化され
ることがない。また、結晶化した無機化合物を使用することにより、この保護層自体の誘
電率が向上する。その結果、発光層からの輝度が低下したり、発光輝度のムラ等も低減す
ることもなく、かつエレクトロルミネッセント素子自体の寿命も向上する。
【００２７】
　本発明による電極保護膜に用いる材料としては、無機化合物が結晶化したものを用いる
必要がある。このように、結晶化した無機材料を使用することにより、化学的安定性が向
上し、後の工程への影響が低減する。また、結晶化した無機材料を用いることにより、ア
モルファス構造の無機材料の場合と比較してより誘電率が向上する。
【００２８】
　結晶化し得る無機化合物としては、特に制限されるものではなく、例えば、チタン、タ
ンタル、アルミニウム、タングステン、ニッケル、バナジウム、鉄、銅、イットリウム、
マンガン、スズ、ジルコニウム、ニオブ、ハウニウム、チタン酸バリウム、チタン酸スト
ロンチウム等の無機材料を使用することができるが、本発明においては、これらの中でも
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無機酸化物を使用することが好ましい。酸化物を使用することにより、より一層、電極表
面が酸化されたり硫化されるのを抑制することができる。無機酸化物としては、上記した
無機化合物の酸化物を好適に使用できるが、これらの中でも酸化チタン、酸化タンタル、
酸化アルミニウムがより好ましい。
【００２９】
　例えば、無機酸化物としてアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）を用いて電極保護膜を形成した場合
、アルミナがアモルファスの形態では、比誘電率は７～８（陽極酸化法）であるのに対し
、結晶形態（コランダム型（α））では、軸に垂直で９．３４、軸に平行で１１．５４の
比誘電率を有する（化学便覧　基礎編　改訂３版　丸善　II－５０５頁）。また、酸化タ
ンタルＶ（Ｔａ２Ｏ５）の場合、アモルファスの形態では比誘電率は２４．１（特許第２
７７０８５６号）であるのに対し、結晶形態では２７．１の比誘電率を有する（山形大学
　データベースアメニティー研究所ホームページ）。さらに、酸化チタン（ＴｉＯ２）の
場合、アモルファスの形態では比誘電率は１３．７（W.G.Lee et.al.,Thin Solid Films 
237,1994,105）であるのに対し、結晶形態（ルチル型）では、軸に垂直で８５．８、軸に
平行で１７０の比誘電率を有する（化学便覧　基礎編　改訂３版　丸善　II－５０５頁）
。なお、電極保護膜を構成する材料が結晶形態にあるかアモルファス形態にあるかは、後
記するように、Ｘ線回折により確認することができる。
【００３０】
　保護層として形成する結晶化無機化合物の薄膜は、その膜厚が１０～１０００ｎｍ、よ
り好ましくは２０～５００ｎｍ、特に好ましくは、２５～２５０ｎｍである。保護膜の厚
みが１０ｎｍ未満であると、電極の酸化または硫化を抑制する効果が不十分となり、また
、電極の表面に凹凸がある場合に、凸部分が保護膜によって保護されない場合がある。一
方、１０００ｎｍを超える膜厚となると、電極の酸化や硫化を制御することはできるもの
の、駆動電圧の上昇を招き、また成膜工程におけるランニングコストの観点から好ましく
ない。
【００３１】
　電極保護膜の製造方法
　本発明による電極保護膜の製造方法は、一対の電極層を有するエレクトロルミネッセン
ト素子の、少なくとも一方の電極層の表面に、無機化合物からなる薄膜を形成する工程と
、前記薄膜を焼成して無機化合物を結晶化させる工程とを含む。
【００３２】
　薄膜の形成は、当該技術分野に通常用いられる薄膜形成技術を適用できるが、本発明に
おいてはスパッタリング法、真空蒸着法、イオンプレーティング法等の真空を用いた乾式
成膜法を好適に使用できる。これらの薄膜形成手段の中でも、スパッタリング法が好まし
い。スパッタリング方法によって薄膜を形成することにより、大面積の基板を使用した場
合であっても均一に電極保護層を設けることができる。また、他の成膜技術と比較して、
スパッタリング法によれば、成膜速度および膜厚の制御、内部応力の制御、ならびに酸化
物の組成の制御などを容易に行うことができる。
【００３３】
　次いで、乾式成膜法によって形成された無機化合物の薄膜を焼成して結晶化させる。こ
の結晶化工程における焼成温度は、使用する無機材料の結晶化温度以上とする必要がある
。結晶化温度は、通常行われている方法によって決定でき、例えば、示差走査熱量測定（
ＤＳＣ）によって、結晶化温度を測定できる。焼成温度は、具体的には、使用する無機化
合物の種類にもよるが、概ね３００～９００℃、好ましくは３００～８００℃である。３
００℃未満であると、無機化合物が結晶化せず、一方、８００℃を超えると、無機薄膜は
結晶化するが、使用する基板や電極によっては耐久温度を超えてしまう可能性がある。な
お、無機材料として無機酸化物を使用する場合、焼成工程は、空気雰囲気下で行うことが
できる。
【００３４】
　上記の工程によって得られた薄膜が結晶化していることの確認は、Ｘ線回折（ＸＲＤ）
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等によって行うことができる。
【００３５】
　エレクトロルミネッセント素子
　本発明による電極保護層を備えたエレクトロルミネッセント素子の構成について一例を
説明するが、本発明が限定されるものではなく、電極表面上に電極保護層を設ける以外は
、種々の構成とすることができる。
【００３６】
　エレクトロルミネッセント表示素子用ディスプレイ基板は、基板１上に第１電極層２、
電極保護層８、厚膜誘電体層３、薄膜誘電体層４、発光層５、薄膜誘電体層６、および第
二電極層７が設けられた構造を有している。なお、薄膜誘電体層４は多層としてもよい。
以下、各層について説明する。
【００３７】
（１）基板
　基板としては、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）、石英ガラス（ＳｉＯ２）、マグネシア（Ｍｇ
Ｏ）、フォルステライト（２ＭｇＯ・ＳｉＯ２）、ステアタイト（ＭｇＯ・ＳｉＯ２）、
ムライト（３Ａｌ２Ｏ３・２ＳｉＯ２）、ベリリア（ＢｅＯ）、ジルコニア（ＺｒＯ２）
、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、窒化シリコン（ＳｉＮ）、炭化シリコン（ＳｉＣ＋Ｂｅ
Ｏ）等のセラミック基板、結晶化ガラス、石英ガラス等を用いることができる。そのほか
、Ｂａ系、Ｓｒ系、およびＰｂ系ペロブスカイトを用いることもできる。
【００３８】
　また、基板として、高耐熱ガラス等を用いてもよく、ホウロウ等の絶縁処理を行った金
属基板等を用いてもよい。
【００３９】
（２）第１電極層
　第１電極層は、導電性の良い材料であれば特に制限されず、例えば、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔ
、Ｉｒ等の貴金属、Ｎｉ、Ｗ、Ｍｏ、Ｎｂ、Ｔａ等の高融点金属やこれら貴金属または高
融点金属の合金を使用することができる。通常、ＡｕやＰｔ等の貴金属が用いられるが、
本発明においては、上記したような電極保護層が電極層の表面に設けられているため、酸
化や硫化され易いような金属、例えば、Ａｇ、Ａｇ／Ｐｄ等を用いることができる。
【００４０】
　第１電極層２は、基板１の一面上に形成されるが、通常、所定のストライプ形状にパタ
ーン化して形成される。第１電極層の形成は、上記した貴金属または高融点金属もしくは
それらの合金の粉体を、例えば溶剤に、または溶剤と樹脂に、もしくはガラスフリット等
を添加して混合し、これらを混練して得られたペーストを、スクリーン印刷等の方式によ
って、基板上に所望のパターン状となるように適用し、焼成することにより行う。また、
ペーストをパターン状にではなく基板全面に適用して焼成した後に、フォトリソグラフィ
ー法によりパターニングしてもよい。
【００４１】
　また、第１電極層は、上記の金属または合金を用いて、メッキ、蒸着、またはスパッタ
リングを行うことにより、基板全面に一様に金属層または合金層を形成した後に、上記の
ようにしてパターニングすることもでき、あるいは、メッキ、蒸着、またはスパッタリン
グをマスクパターンを介して行うことにより、パターニングすることもできる。
【００４２】
　第１電極層の厚みは、形成方法によっても異なるが、スクリーン印刷等の厚膜の形成に
適した方式による場合は、０．５～５μｍ程度であることが好ましく、蒸着やスパッタリ
ング等の薄膜の形成に適した方式による場合は、０．１～１．０μｍ程度であることが好
ましい。
【００４３】
（３）厚膜誘電体層
　厚膜誘電体層３は、誘電体の粉体を、例えば溶剤に、または溶剤と樹脂に、もしくはガ
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ラスフリット等を添加して混合し、これらを混練して得られたペーストを、スクリーン印
刷等の方式によって、基板１上の第１電極層２を覆うように適応し、焼成することにより
形成する。本発明においては、焼成前に厚膜誘電体層の上面に、表面が平滑な基準板を載
置し、静水圧プレス法によって圧縮し、その後に焼成を行うことが好ましい。静水圧プレ
スの条件としては、室温～３００℃で、５０ＫＰａ～４００ＭＰａ、特に１００ＫＰａ～
４００ＭＰａが好ましい。圧力を５００ＫＰａ以上とすることにより、静水圧プレス後に
誘電体粉体の密度が高くなり、誘電特性の優れる厚膜誘電体層が得られる。なお、圧力の
上限値は、静水圧プレス機で実質的に可能な範囲で制限される。
【００４４】
　なお、厚膜誘電体層の形成は、静水圧プレス法に限られるものではなく、通常のゾルゲ
ル法やＭＯＤ（Metal Organic Decomposition）法等によって形成することができること
は言うまでもない。
【００４５】
　誘電体粉体としては、例えば、ＢａＴｉＯ３、（ＢａｘＣａ１－ｘ）ＴｉＯ３、（Ｂａ

ｘＳｒ１－ｘ）ＴｉＯ３、ＰｂＴｉＯ３、Ｐｂ（ＺｒｘＴｉ１－ｘ）Ｏ３（以下、ＰＺＴ
ともいう）等のペロブスカイト構造を有する強誘電体、Ｐｂ（Ｍｇ１／３Ｎｂ２／３）Ｏ

３（以下、ＰＭＮともいう）等に代表される複合ペロブスカイト型強誘電体、Ｂｉ４Ｔｉ

３Ｏ１２、ＳｒＢｉ２Ｔａ２Ｏ９に代表されるビスマス層状化合物、（ＳｒｘＢａ１－ｘ

）Ｎｂ２Ｏ６、ＰｂＮｂ２Ｏ６等に代表されるタングステンブロンズ型強誘電体等を用い
ることができる。
【００４６】
　これらの中でも、特により高い誘電率を達成でき、かつより低い焼成温度で熱処理可能
である、ＢａＴｉＯ３、ＰＺＴ、ＰＭＮ等のペロブスカイト型誘電体がより好ましく、さ
らに、その中でも化学組成中に鉛元素を含む誘電体がより好ましい。この鉛を含む誘電体
は、基板としてガラスを用いる場合に特に適している。また、ＰＭＮに代表されるＰｂを
含む複合ペロブスカイト型化合物は、リラクサと呼ばれ、広い温度範囲で高い比誘電率を
示すことから、厚膜誘電体材料として好ましい。
【００４７】
　厚膜誘電体の厚みは、２～１００μｍ程度が好ましく、５～２０μｍ程度がより好まし
い。１００μｍよりも厚いと緻密化が困難となり、また２μｍよりも薄いと第１電極層に
おけるパターニング部分での段差の影響が大きくなる。
【００４８】
　後記する発光層は、厚膜誘電体層と、電気的に直列に配置されることなるため、外部か
ら電圧を印可したとき、発光層に効率よく電圧がかかるようにするためには、厚膜誘電体
層の静電容量が発光層の静電容量よりも高いことが好ましく、具体的には１０倍程度であ
ることが好ましい。なお厚膜誘電体層の静電容量と発光層の静電容量との比は、それぞれ
の層の「比誘電率／膜厚」どうしの比率に等しくなる。
【００４９】
（４）薄膜誘電体層
　上記したように、厚膜誘電体層は、静水圧プレス法によって形成されるため、発光層側
の表面は非常に平坦に形成されているが、より発光層側の平坦性を向上させ、かつより厚
膜誘電体層の誘電率特性を向上させる目的で、本発明においては、厚膜誘電体層４上に薄
膜誘電体層４を設けている。
【００５０】
　薄膜誘電体層４は、上記した本発明による強誘電体塗布用組成物を用いて形成される。
まず、すでに形成した厚膜誘電体層３上に、当該組成物からなる塗布液を、塗布に適した
方式、例えば、ダイコーティング法、ロールコーティング法、ブレードコーティング法、
スピンコーティング法等の塗布方式によって塗布し、塗膜を形成する。次いで、塗膜を塗
布液の組成に応じて乾燥を行い、その後、焼成を行うことによって、薄膜誘電体層４を形
成することができる。
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【００５１】
　また薄膜誘電体層４は、本発明による誘電体塗布用組成物から作製された層以外にも、
別の層を含んでもよい。他の材料からなる層を積層することにより、平坦性や電気特性が
さらに向上するためである。これらの他の層を作製する方法としては、前述のウェットコ
ーティングや、真空成膜も適用することができる。
【００５２】
　また、後記する発光層を形成した後、発光層５上に薄膜誘電体層６を設ける。薄膜誘電
体層を設けることにより、外部からの水蒸気や酸素等が発光層側へ侵入することを抑制す
ることができる。発光層５上に薄膜誘電体層６を設ける場合も、上記と同様にして薄膜誘
電体層を形成することができる。
【００５３】
　薄膜誘電体層の膜厚は、０．０１～３μｍ程度でよい。薄膜誘電体層４の膜厚は、好ま
しくは０．０２～３μｍ程度、より好ましくは０．０３～２μｍ程度である。また、薄膜
誘電体層６の膜厚は、好ましくは０．０１～１μｍ程度、より好ましくは０．０１５～０
．５μｍ程度である。膜厚が０．０１μｍ未満の場合は、膜としての機能を有さず、また
、３μｍを超える厚膜となるとクラックが発生し易くなるとともに、基板全体の誘電率が
増加するため、電圧印可時に発光層の発光材料に十分に電圧が印可されない場合がある。
なお、薄膜誘電体層４と６とで好ましい膜厚が異なっているのは、それぞれの薄膜誘電体
層を設ける下地の表面粗さが異なっているためである。
【００５４】
（５）発光層
　発光層５は、薄膜誘電体層４の上に形成される。薄膜誘電体層は、上記したように、非
常に表面が均一で平坦であり、例え厚膜誘電体層上に凹凸や異物が付着しているような場
合であっても、薄膜誘電体層を設けることにより、表面が平坦化される。したがって、発
光層は、非常に平坦で均一な表面上に形成されることになるため、発光特性に優れたもの
となる。
【００５５】
　発光層は、発光材料を薄膜化したもので構成される。例えば、赤色発光を得る材料とし
ては、ＺｎＳ、Ｍｎ／ＣｄＳＳｅ等、緑色発光を得る材料としては、ＺｎＳ：ＴｂＯＦ、
ＺｎＳ：Ｔｂ等、青色発光を得るための材料としては、ＳｒＳ：Ｃｅ、（ＳｒＳ：Ｃｅ／
Ｚｎｓ）ｎ、Ｃａ２Ｇａ２Ｓ４：Ｃｅ、Ｓｒ２Ｇａ２Ｓ４：Ｃｅ等、また白色発光を得る
ための材料としてＳｒＳ：Ｃｅ／ＺｎＳ：Ｍｎ等が挙げられる。
【００５６】
　発光層の形成は、上記したような発光材料を用いて、蒸着またはスパッタリングもしく
はＣＶＤ法等によって行うことができる。
【００５７】
　発光層の膜厚は、０．１～３μｍ程度が好ましく、より好ましくは０．３～２μｍ程度
である。
【００５８】
（６）第２電極層
　第２電極層７は、観測者側に設けられるため、発光層５からの発光、すなわち表示を妨
げないように、透明電極材料で形成する必要がある。
【００５９】
　透明電極材料としては、ＩＴＯ（酸化インジウム錫）、ＳｎＯ２、ＺｎＯ－Ａｌ等の酸
化物導電性材料が挙げられる。
【００６０】
　第２電極層の形成は、上記の酸化物導電性材料を用いて、蒸着またはスパッタリングに
より行うことができる。
【００６１】
　第２電極層の厚みは、０．０５～０．２μｍ程度が好ましい。
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【実施例】
【００６２】
　本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明の範囲がこれら実施例に限定さ
れるものではない。
【００６３】
　実施例１
（１）電極の形成
　基板として５０ｍｍ×５０ｍｍのガラス基板を用い、Ａｇ粉体を含有するペーストをス
クリーン印刷法によって基板上に適用することにより、パターニングされた厚さ１．５μ
ｍのＡｇ電極を形成した。
【００６４】
（２）電極保護膜の作製
　この電極上に、厚さ７５ｎｍの酸化チタン（ＴｉＯ２）の薄膜を形成した。薄膜の形成
は、スパッタリング装置（SPF-730H、キヤノンアネルバ（株）社製）を用い、Ｔｉの金属
ターゲットを用い、Ａｒ、Ｏ２混合ガスを用いた反応性スパッタリング法を適用して行っ
た。成膜時の圧力は２．０Ｐａとし、基板温度は無加熱（基板加熱未実施）とした。
【００６５】
　このようにして得られた酸化チタン薄膜を、焼成炉に入れ、６５０℃で３０分間焼成し
、酸化チタンを結晶化させた。酸化チタン薄膜のＸＲＤを測定し、ＴｉＯ２由来の回折パ
ターンが存在していることを確認した。
【００６６】
（３）電極評価試験
　電極と電極保護膜とを設けたガラス基板を、Ｈ２Ｓ濃度が３ｐｐｍのチャンバー内に入
れ、温度４０℃、湿度８０％ＲＨの条件下で、３０分間放置した。
【００６７】
　その後、チャンバー内からガラス基板を取り出し、電極表面の外観を、Ｈ２Ｓ処理前の
ガラス基板と比較した。
【００６８】
　実施例２
　電極の表面に形成する薄膜を、酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）とした以外は、実施例１と
同様にして、電極上に電極保護膜を形成した。
【００６９】
　また、実施例１と同様にして、電極評価試験を行った。
【００７０】
　実施例３
　電極の表面に形成する薄膜を、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）とした以外は、実施例
１と同様にして、電極上に電極保護膜を形成した。
【００７１】
　また、実施例１と同様にして、電極評価試験を行った。
【００７２】
　比較例１
　実施例１において使用した、電極保護層を形成する前の、電極を設けたガラス基板につ
いても、実施例１と同様にして電極評価試験を行った。
【００７３】
　その結果、図２に示されるように、電極保護層を設けていない電極（比較例１）は、全
体的に青黒く変色し、また変色ムラも観察されたのに対し、電極保護層を設けた電極はほ
とんど変色もなかった。この結果により、電極保護膜を設けたＡｇ電極は、硫化水素の存
在化であっても、ほとんど硫化されていないことが推測できた。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
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【図１】本発明の電極保護層を備えるエレクトロルミネッセント素子の断面概略図である
。
【図２】実施例および比較例における電極評価試験結果を示したものである。

【図１】
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